
都市計画事業（国道4号矢板拡幅）に関する説明資料
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都市計画変更原案説明会（平成31年3月）

都市計画変更案の公告・縦覧、意見書の提出

都市計画審議会

都市計画変更の原案作成

都市計画の変更案の作成

１．矢板拡幅事業の概要

都市計画変更決定告示・縦覧（令和元年8月）

○当該都市計画道路は、昭和４０年３月に都市計画決定がなされました。

○その後、国道４号矢板拡幅事業の道路計画（調査、設計）により盛土や切土などの法面を含む区域が明確になったことから、
平成３１年３月から都市計画変更に必要な手続きを進め、令和元年８月に都市計画変更決定告示・縦覧がなされました。

○さらに、令和２年３月の都市計画事業承認の告示を経て、令和２年６月には都市計画事業の施行者の公告を行いました。

■都市計画事業承認の経緯

都市計画事業承認の告示（令和2年3月）

都市計画事業の施行者の公告（令和2年6月）
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位 置 図

設計諸元

区 間 ： 自）栃木県矢板市片岡

至）栃木県矢板市針生

道路規格 ： 第３種第１級

設計速度 ： ８０ｋｍ／ｈ

車 線 数 ： ４車線

平 面 図

○矢板拡幅事業は、国道4号の栃木県矢板市片岡～同市針生、延長6.5㎞の道路拡幅事業です。
○本事業は交通渋滞の緩和、交通事故の減少、救急活動の支援、災害時における道路啓開の効率化等を目的としています。
○道路規格は第3種1級、設計速度80㎞/h、車線数は4車線です。

１．矢板拡幅事業の概要
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○矢板拡幅区間では、３交差点（早川町、中、中北）が主要渋滞箇所に特定されています。
○事故類型は車両相互の追突事故が多く、全体の７割を占めています。
○矢板拡幅の整備により交通の円滑化が図られ交通渋滞の緩和、交通事故の減少が見込まれます。

19.96 24 .29 3 30.343 24.049 2 3.1 25 45.965 53.556 55.184 # 55

33.824 34 .57 4 43.614 34.783 2 9.0 48 47.527 53.44 55.184 # 56

33.323 3 7.26 46.477 46.946 3 6.6 01 48.703 55.157 55.994 # 56

30.11 36 .81 9 47.411 44.506 35.87 49.199 55.405 55.994 # 56

31.238 36 .36 7 49.281 45.967 3 4.8 47 48.629 55.698 55.994 # 56

30.836 39 .22 4 48.383 47.892 37.98 49.835 55.698 56.366 # 56

28.584 37 .31 8 47.411 44.947 3 5.3 44 48.361 54.667 55.789 # 56

27.687 34 .52 5 44.528 42.973 3 1.3 04 47.155 53.79 55.145 # 55

27.553 34 .26 2 43.794 40.399 3 1.0 91 46.609 53.401 54.867 # 55
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27.066 34 .58 4 44.435 42.216 30.99 46.163 52.752 54.631 # 55
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56 .301 50.2 # 50 .661 49 .958 35.225 45.48 40.804 34 .947 19.029

59 .713 53.4 # 53 .036 52 .969 38.937 45 .762 45.462 48 .825 29.382

60 .812 54.5 # 55 .514 56 .277 45.495 44 .113 43.039 46 .993 30

59 .904 55 # 56 .038 56 .688 44.577 44 .027 44.453 44 .704 29.318

59 .745 54.7 # 55 .385 56 .045 44.065 43.97 43.617 44 .082 28.101

59 .936 55 # 55 .906 55 .664 45.144 43 .438 43.931 43 .841 28 .79

59 .023 54.3 # 54 .371 55.31 43.221 43 .356 44.453 41.15 27.769

57 .482 52.9 # 53 .514 53 .343 40.061 43 .535 42 .95 38 .629 26.551

58 .017 53.1 # 54 .123 53 .403 39.924 43 .501 42 .65 37 .579 27.332

60 54.1 # 55 55 .729 41.499 44 .292 44.224 38 .658 26.516

57.57 51.8 # 52.8 52 .881 38.987 42 .412 41.323 39 .397 24.928

57 .453 52.7 # 54 .621 54 .334 42.2 43 .225 40.895 34 .835 22.821

国 道 4 号 の 渋 滞 、 交 通 事 故 状 況

撮影：平成29年4月7時台

写真：中北交差点

■交通事故類型（対象区間：6.5㎞）

資料：交通事故データ（H24-H27）
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■整備効果の概要(国道４号の渋滞、交通事故状況)

１．矢板拡幅事業の概要
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○塩谷広域（※）消防本部の救急搬送時間は県内で最も長く、病院収容までの所要時間が県平均より約７分長くなっています。
○矢板拡幅の整備により救急搬送時間が短縮するなど、救急活動の迅速性の向上が見込まれます。

※塩谷広域：矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

■救急搬送時間の状況

国際医療福祉大学塩谷病院
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三次救急医療施設
(救命救急センター)

資料：平成27年度 消防防災年報 栃木県県民生活部消防防災課
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■整備効果の概要(救急活動の支援)

１．矢板拡幅事業の概要

国 道 4 号 の 緊 急 搬 送 状 況
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国 道 4 号 の 災 害 時 の 交 通 状 況

○大雪などで東北道が通行止めの時には、代替路として国道4号に交通が集中することから大幅な速度低下が発生します。
○矢板拡幅の整備により、除雪作業に伴う片側交互通行が無くなり、速達性が確保されます。

■整備効果の概要(災害時の道路啓開)

■大雪発生時の平均旅行速度
国道４号･栃木県内の多車線区間

撮影：平成26年2月

除雪作業中も双方向通行

国道４号･栃木県内の２車線区間

《算定条件》

通 常 時

：H28年度(H28.4～H29.3)矢板拡幅区間の昼間12時間平均旅行速度(下り)

大雪時多車線区間

：H26.2.14～2.16大雪時における栃木県内の車線区間（写真箇所）の旅行速度（17時台･下り）

※多車線区間：登坂車線を含めて多車線となる区間

大雪時２車線区間

：H26.2.14～2.16大雪における矢板拡幅区間の最も低下した 旅行速度(17時台･下り)

資料：プローブデータ

【矢板拡幅L=6.5km区間・多車線区間】

■大雪発生時の交通状況

(㎞/h)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

通常時

大雪時
多車線区間

１/３に低下

35
㎞/h

12
㎞/h

41
㎞/h

大雪時2車線区間
(矢板拡幅区間）

除雪作業により片側交互通行

撮影：平成26年2月

１．矢板拡幅事業の概要
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○都市計画事業承認とは、都市計画に定められた都市施設の整備を
⾏うにあたり、できるだけ迅速かつ円滑な事業実施を図るために、
施⾏者が国⼟交通⼤⾂または都道府県知事からの承認を受け、事業
を施⾏する⼿続きです。

○都市計画法第５９条に基づき、都市計画で定められた道路（都市
施設）について、国⼟交通省が事業を施⾏することの承認を受けた
ものです。

○都市計画事業承認の告示後は、都市計画法に基づく効果・制限が
発生します。

○都市計画事業承認の告示に伴い⼟地収用法が適用されます。

■都市計画事業承認とは

２．都市計画事業承認の内容
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○矢板拡幅の都市計画事業承認は「矢板市都市計画道路事業3・3・5号宇都宮陸羽線（矢板拡幅）」という名称で手続きを行っ
ています。

○事業を進めるにあたり、土地収用法が適用される区間と土地収用法の適用が保留される区間があります。
○土地収用法が適用される区間は、図面中の赤字で示した区間（矢板市片岡字沢橋～矢板市片岡字向和田）です。
〇土地収用法の適用が保留される区間は、図面中の黒字で示した部分（矢板市片岡字向和田～矢板市針生字境峰まで）です。
○矢板都市計画道路3・3 ・5号宇都宮陸羽線（矢板拡幅）に関する土地の範囲を示した図面は矢板市役所2階建設経済部都市

整備課にて閲覧できます。

■都市計画事業の対象路線

都市計画事業の種類及び名称 区　間 延　長

 矢板都市計画道路事業３・３・５号宇都宮陸羽線（矢板拡幅）
起点 ： 矢板市片岡

終点 ： 矢板市針生
６．５ｋｍ

かたおか

はりう

矢
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針
生
字
境
峰

国道４号矢板拡幅
都市計画事業の承認の範囲 6.5km
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生
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峰

※保留区間

※保留区間：収用または使用の手続きを保留する区間土地収用法が適用
される区間

矢
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２．都市計画事業承認の内容

9

木幡安沢交差点



■都市計画法上の制限等について

（１）建築等の制限（６５条）
事業地内の⼟地建物等について、⼟地の形質の変更、建築物や⼯作物の建設、
移動の容易でない物件の設置や堆積を⾏う場合は、⽮板市⻑の許可が必要と
なります。

（２）⼟地建物等の先買い（６７条）
施⾏者公告の⽇の翌⽇から１０⽇を経過した⽇※以後は、事業地内において
⼟地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定⾦額等を施⾏者
に届けて頂く必要があり、届出後３０⽇以内は売買が⾏えない等の制限がご
ざいます。 ※令和２年６⽉１３⽇

（３）⼟地の買取請求（６８条）
事業地内の⼟地で収⽤の⼿続きが保留されている⼟地の所有者は、施⾏者に
対しその⼟地を時価で買い取るよう請求ができます。なお、買い取る⼟地価
格は所有者と施⾏者とが協議して定めることとされています。

○様式等は宇都宮国道事務所にお問い合わせいただくか、下記当事務所ＨＰをご確認下さい。

URL⇒www.ktr.mlit.go.jp/utunomiya/utunomiya00549.html

事務所ＨＰ⇒お知らせ一覧⇒2020年5月29日国道4号矢板拡幅（矢板市片岡～矢板市針生）の都市計画事業承認について掲載

しました。⇒都市計画事業承認

都市計画法上の制限等は、以下のものがあります。

２．都市計画事業承認の内容
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○矢板拡幅区間の平面図、縦断図です。今後、詳細設計を行います。

○既存の木幡安沢交差点、早川町交差点、東町南交差点、東町交差点、中南交差点、中交差点、中北交差点に加えて２箇
所の交差点を新設します。

○中央分離帯の整備に伴い、失われる利便性を考慮し３箇所の車輌転回スペースを整備します。

木幡安沢交差点

平面図

江川
内川

矢板IC

早川町交差点

中交差点

中南交差点

東町交差点
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Ｃ

DL=160.00
170.00
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180.00
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矢板IC

内川A Ｂ

Ｃ

160.00
170.00
180.00
190.00
200.00
210.00
220.00
230.00

木幡安沢交差点 早川町交差点

中南交差点

中交差点

計画

現況

新設交差点

新設交差点

新設交差点

新設交差点

車輛転回スペース

中北交差点縦断図

国道４号 矢板拡幅 延長６．５km 矢板駅
矢
板
市
片
岡
地
先

矢
板
市
針
生
地
先中北交差点

東町交差点

東町南交差点

東町南交差点

３．道路設計
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○現在の道路は２車線で整備されています。
○都市計画道路の幅員は標準部で２２．０ｍ、交差点部は右折レーンを設置するため２５．０ｍ、４車線で計画されています。

単位：ｍ

■標準横断図（切土部）

※現時点での計画です

新しい境界杭

現境界杭

現境界杭

Ａ付近【現況】

新しい境界杭

Ａ付近【計画】

３．道路設計

単位：ｍ
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新しい境界杭
新しい境界杭

現境界杭
現境界杭

３．道路設計

■標準横断図（盛土部）

○現在の道路は２車線で整備されています。
○都市計画道路の幅員は標準部で２２．０ｍ、交差点部は右折レーンを設置するため２５．０ｍ、４車線で計画されています。

単位：ｍ

※現時点での計画です

Ｂ付近【現況】

Ｂ付近【計画】

単位：ｍ
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○現在の道路は２車線で整備されています。
○都市計画道路の幅員は標準部で２２．０ｍ、交差点部は右折レーンを設置するため２５．０ｍ、４車線で計画されています。
○市街地部は概ね、現在の路面高さで整備されます。
○上り線側の一部が拡幅されますが、一部箇所は現状と同じ幅員の箇所もあります。

新しい境界杭現境界杭

３．道路設計

■標準横断図（市街地部）

単位：ｍ

※現時点での計画です

Ｃ付近【現況】

Ｃ付近【計画】

単位：ｍ
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現境界杭 現境界杭（下り） （上り）

（下り） （上り）
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○今後の予定についてのご説明です。
○今回の資料送付によるご説明は、赤い文字で示した部分です。
○この資料送付後、事業に必要となる範囲を明確にするための用地幅杭を７月中旬以降、現地に設置させていただきます。
○用地幅杭設置後、土地の測量、建物等、物件の調査を行わせていただきます。
○次に、地権者及び関係人の方々と個別に交渉させていただき、ご理解いただいた上で土地売買契約を締結させていただきます。
○用地交渉等は準備が整い次第、矢板市片岡地先側から順次進めてまいります。

○その後、埋蔵文化財調査などを行い、周辺にお住まいの方々に工事開始を周知のうえ工事に着手の予定です。

用
地
測
量
・調
査
等

用
地
交
渉
と
契
約

設
計
・用
地
説
明

埋
蔵
文
化
財
調
査

工
事
説
明

完
成

用
地
幅
杭
の
設
置

工
事

事
業
承
認

【現在】

■完成までの大まかな流れ

４．今後の予定
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●設計に関すること

■国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 計画課

〒３２１－０９３１ 栃木県宇都宮市平松町５０４

TEL：０２８－６３８－２２２３

FAX：０２８－６３８－２２１８

e-mail：ktr-ukoku_hp@mlit.go.jp

（受付時間 平日） ８：３０－１７：１５

●用地に関すること

■ 国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 用地課

〒３２１－０９３１ 栃木県宇都宮市平松町５０４

TEL：０２８－６３８－２１８３

FAX：０２８－６３８－２８９０

e-mail：ktr-ukoku_hp@mlit.go.jp

（受付時間 平日） ８：３０－１７：１５

■国道４号矢板拡幅事業に関するご質問、お問い合わせについては、

お電話、ＦＡＸ又はメールにて下記までご連絡下さい。

５．ご質問、お問い合わせについて
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